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岐阜県コミュニティ診断士認定証授与式を行います 

 

 県では、地域の課題解決を推進するため、岐阜協立大学と共同で、地域の現状調査や解決に向けた

方策を支援する専門家を「岐阜県コミュニティ診断士」として養成、認定しています。 

 このたび、新たに３名の方を認定するとともに、認定証授与式を下記のとおり開催します。 

 

記 

 

１ 日  時  令和７年１１月１３日（木）１３：３０～１４：００ 

 

２ 場  所  県庁議会棟１階 第１会議室 

 

３ 被認定者  石原
いしはら

 蒼
そう

真
ま

 氏 

        玉木
た ま き

 健二
け ん じ

 氏 

        村田
む ら た

 純一
じゅんいち

 氏 

※五十音順 

 

４ 次   第  ・開会の辞 

・認定証授与（岐阜協立大学副学長 平手
ひ ら て

 賢治
け ん じ

） 

・お祝いの言葉（環境エネルギー生活部次長 吉川
よしかわ

 尚
なお

文
ふみ

） 

        ・被認定者代表あいさつ 

        ・閉会の辞 

 

 

＜参考：岐阜県コミュニティ診断士資格認定制度＞ 

  ○制度の目的 

    安全に安心して暮らせる地域コミュニティの形成をめざして、地域の課題を発見し、解 

決していく取組を支援する専門的な人材を養成すること。 

  ○認定の要件 

    岐阜協立大学で実施する「ＮＰＯコミュニティ論」（講義全１５回）及び実習講座（講 

義、フィールドワーク、ワークショップ）を修了し、資格認定試験（筆記試験・集団討論） 

に合格すること。 

  ○岐阜県コミュニティ診断士の活動事例 

    住民による地域の活性化に向けた活動を支援するため、住民主体のまちづくり研修など 

にコーディネーター、ファシリテーターとして参画。 

（主な参画事例） 

・自治会連合会のワークショップでのファシリテーター（瑞穂市） 

・ダイバーシティ宣言キックオフ意見交換会でのコーディネーター（飛騨市） 
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